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はじめに  

本市では、平成２７（2015）年９月に茅ヶ崎市バリ

アフリー基本構想を策定し、市民や事業者の皆様、

関係機関との協働のもと、「だれもが安心して過ごせ

るまちづくり」を基本理念としてバリアフリーのまちづく

りに取り組み、重点整備地区（茅ケ崎駅・北茅ケ崎

駅周辺地区）等でのハード面の整備や心のバリアフ

リーの推進等のソフト面の取組を実施してきました。  

この間、社会的な変化として東京２０２０オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会の開催、「障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律」等の法整備等

が進み、共生社会の実現や社会的障壁（バリア）の

除去（フリー）に対する考え方が広く浸透しました。本

市においても、令和３（2021）年度を始期とする茅ヶ

崎市総合計画が策定され、市民の誰もが自分らしく

「笑顔」で過ごすことを最も重要な姿として掲げ、各

施策を推進しています。  

私は、本基本構想の改定をチャンスとして捉え、引

き続き市民や事業者の皆様にも御理解・御協力を

賜りながら各事業を確実に進めることで、都市や生

活の基盤形成と心のバリアフリーの推進につなげ、

「だれもが安心して過ごせるまちづくり」を目指してま

いります。  

最後になりますが、本基本構想の改定にあたりまし

ては、活発なご議論をいただきました「茅ヶ崎市バリア

フリー基本構想推進協議会」委員の皆様をはじめと

して、まちあるき点検や意見交換会にご参加いただい

た皆様、パブリックコメントに貴重なご意見をお寄せ

いただいた皆様、ならびに関係者各位の多大なるご

協力をいただき、本基本構想の改定ができましたこと

を心よりお礼申し上げます。  

 

   

 

和

令和５年(2023)年８月  

茅ヶ崎市長 佐藤 光 
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第１章 

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想とは 
 

１ 基本構想とは 

 

『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律＊(平成１８(2006)年法律

第９１号)』（以下「バリアフリー法」という。）では、市町村は、国が定める基本方針に基づ

き、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の旅客施設を中心とする地区や、高齢者、

障がい者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化の促進に関する方針
＊（移動等円滑化促進方針）又は移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進

に関する基本的な構想（基本構想）を作成するよう努めるものとされています。 

これらの移動等円滑化促進方針及び基本構想に基づき、施設が集積する地区におい

て、面的・一体的なバリアフリー＊化を推進することによって、だれもが暮らしやすいまちづく

りを進めていくことにつながり、さらには、コンパクトシティ＊などの人口減少時代における都

市のあり方に関して、ひとつの重要な視点を示すことにもつながります。 

また、基本構想は「個々の施設等のバリアフリー化だけではなく、面的かつ一体的なバリ

アフリー化を図ること」、「新設又は新築の施設だけではなく、既存の施設等のバリアフリー

化を図ること」、「市民等の参加の促進を図ること」を目指しています。 

２ 基本構想改定の目的 

 

本市では、平成２７（2015）年９月に『茅ヶ崎市バリアフリー基本構想（以下「旧基本構

想」という。）』を策定し、地区のバリアフリー化を推進するための具体的な事業（特定事業
＊）等を定め、ハード＊・ソフト＊両面の総合的なバリアフリー化を進めてきました。 

この旧基本構想の目標年次を令和４(2022)年度末に迎えたことから、新たに令和５

(2023)年度からの計画となる『茅ヶ崎市バリアフリー基本構想（令和５年８月策定）（以

下「本基本構想」という。）』に改定し、バリアフリーやユニバーサルデザイン＊のまちづくり

に向けた本市の考えや方向性を示すとともに、これまでの取組と連携することで、効果的な

バリアフリー化を推進することを目的とします。 

 

 

 

 

  

 

バリアフリー法では、高齢者やすべての障がい者（身体障がい者・知的障がい者・精神障がい

者・発達障がい者等）のほか、けが人、妊産婦を対象として、各施設のバリアフリー整備基準等を定

めています。本基本構想は、同法に基づく対象者に加え、ベビーカー利用者などの子育て世代や外

国人、性的マイノリティ＊を含めた多様な人々を対象者とし、“ 高齢者、障がい者等 ”と表現します。 

高齢者、障がい者等の『等』ってだれのこと？ コラム 
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３ 基本構想の位置づけ・目標年次 

 

本基本構想は、『茅ヶ崎市総合計画』の目指す将来の都市像“笑顔と活力にあふれみ

んなで未来を創るまち 茅ヶ崎”を踏まえて改定したものとします。また、バリアフリー法及び

これに関連する条例等と整合を図るとともに、本市の関連計画の考え方を踏襲し、連携し

た事業や取組を推進します。 

目標年次は、令和１４(2032)年度に設定し、事業実施時期を短期・中期・長期の３段

階に分けて設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想の位置づけ  

茅ヶ崎市総合計画（令和３～１２年度） バリアフリー法 

移動等円滑化の促進に関する 

基本方針 

茅 ヶ 崎 市 

バリアフリー 

基 本 構 想 

（令和５～１４年度） 

神奈川県当事者目線の障害福祉

推進条例 

茅ヶ崎市都市公園条例 

福祉関連計画 

 

第 6期茅ヶ崎市障がい者保健福祉計画（令和３～５年度） 

みんながつながるちがさきの地域福祉プラン（令和３～７年度） 

第 2期茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画（令和２～６年度） 

まちづくり関連計画 

公共施設整備・再編計画（改訂版）（平成２０～令和６年度） 

茅ヶ崎市地域防災計画（令和４年度～） 

茅ヶ崎市道路整備プログラム（令和５～１２年度） 

茅ヶ崎市地域公共交通計画（策定中） 

第 2次ちがさき自転車プラン（平成２６～令和５年度） 

（地区別） 

 

浜見平地区まちづくり計画（平成２０～令和６年度） 

 

香川まちづくり基本計画（平成１７～令和６年度） 

中央公園再整備計画（平成２７年度～） 

 

茅ヶ崎市観光振興ビジョン（平成２７～令和５年度） 

茅ヶ崎市幹線道路維持保全計画（平成２７～令和６年度） 

 

ちがさき都市マスタープラン 
（令和元～１０年度） 

茅ヶ崎市環境基本計画 
（令和３～１２年度） 

茅ヶ崎市条例 

 

神奈川県条例 

 

連携 
・ 
整合 

整
合 

神奈川県みんなのバリアフリー 

街づくり条例 
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４ 基本構想の枠組み 

 

本基本構想では、本市のバリアフリー化の基本的な考え方を示す「全体基本構想」を

定め、地区の設定や位置づけを明確化し、心のバリアフリー＊を含む一体的なバリアフリー

化の推進を図ります。また、バリアフリー法に基づき重点的かつ一体的なバリアフリー化を

推進する「重点整備地区＊」と、まちづくりと連携したバリアフリー化を推進する「整備促進

地区＊」を設定し、地区別のバリアフリー化の進め方等を示すとともに、全市的なバリアフリ

ー化の実現に向け、「市民・事業者・行政が主体となって取り組む事業」を明確にし、新た

に「市が主体となって取り組む事業」も示します。 

重点整備地区では、地区のバリアフリー化を推進するための具体的な事業（特定事業）

等を位置づけた地区基本構想を定めます。また、本基本構想の進行管理体制や市民参加

等についても考え方や方針を整理し、実効性のある取組の推進を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 茅ヶ崎市バリアフリー基本構想の枠組み 

【第５章】全体基本構想 

(2)重点整備地区等におけるバリアフリー化の推進 

【第６章】 
市民・事業者・行政
が主体となって 
取り組む事業 

(1)全市的なバリアフリー化の推進 

ア 市民・事業者・行政
による取組 

【第 10章】基本構想の推進 

イ 整備促進地区 

 

ア 重点整備地区 

 

イ 市による取組 

 

【第７章】 
市が主体となって 
取り組む事業 

 

【第８章】 
重点整備地区 

茅ケ崎駅・北茅ケ崎
駅周辺地区 

【第９章】 
整備促進地区 
香川駅周辺地区 
辻堂駅周辺地区 
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